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令 和 ４ 年 ２ 月 県 議 会 定 例 会 追 加 議 案 一 覧 

 

 

 

 

第３８号 令和３年度香川県一般会計補正予算議案 

 

 

○ 歳入歳出予算  別表１のとおり 

○ 繰 越 明 許 費  別表２のとおり 
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別表１

一般会計（第３８号議案） (単位：千円）

区分

部局
分担金
負担金

使用料
手数料

国庫
支出金

財産収入 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入 県債 一般財源

政 策 78,034,376 78,034,376

総 務 76,321,528 76,321,528

危 機 管 理 総 局 1,777,389 1,777,389

環 境 森 林 5,113,156 5,113,156

健 康 福 祉 117,814,704 117,814,704

商 工 労 働 74,317,315 3,189,816 3,189,816 77,507,131

交 流 推 進 9,423,856 9,423,856

農 政 水 産 20,326,598 20,326,598

土 木 51,602,462 51,602,462

警 察 本 部 26,523,867 26,523,867

教 育 委 員 会 91,120,559 91,120,559

議会、出納局、
各 種 委 員 会

1,684,282 1,684,282

合 計 554,060,092 3,189,816 3,189,816 557,249,908

左　　の　　財　　源　　内　　訳
補　正　後
予　算　額

現計予算額 補正予算額

令 和 ３ 年 度 ２ 月 追 加 補 正 予 算 総 括 表
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追 加 補 正 予 算 主 要 事 業 の 概 要 

【新型コロナウイルス感染症対策に係る補正状況】 

項 目 名 補正予算額 
令和３年度  
現計予算額  

（２月補正当初提案後） 

令和２年度までの 
累 計 予 算 額  

補 正 後 
累計予算額 

備  考 

○ 感染拡大防止対策と医療提供体制の整備 3,189,816 46,256,974 29,017,185 78,463,975  

○ 雇用の維持・事業の継続  4,814,004 10,302,512 15,116,516  

○ 県民の生活支援  6,015,586 3,358,993 9,374,579  

○ 学校の再開・学びの保障  226,994 160,230 387,224  

○ 地域経済の回復・活性化  7,143,465 4,097,506 11,240,971  

○ 感染症に強い社会・経済構造の構築  1,444,790 888,955 2,333,745  

合  計 3,189,816 65,901,813 47,825,381 116,917,010  

 

（一般会計） 

【新型コロナウイルス感染症対策】                                         （単位：千円） 

項 目 ・ 事 業 名  補正予算額 説              明 

Ⅰ 感染拡大防止対策と医療提供体制の整備 3,189,816  

1 香川県営業時間短縮協力金（第１０次） 3,189,816 まん延防止等重点措置期間の延長に伴い、営業時間の短縮を再要請するにあたり、

要請に応じた店舗に対し、協力金を支給するもの。 
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   （営業時間短縮要請の概要） 

 ・要請期間：令和４年２月１４日（月）～３月６日（日） 

 ・対象区域：まん延防止等重点措置適用区域 

 ・要請内容：「かがわ安心飲食店認証制度」の認証店 

営業時間午前５時から午後８時又は午後９時までの選択制 

（酒類提供は午後８時までの時短の場合、提供不可、 

午後９時までの時短の場合、午後８時まで） 

       非認証店 

営業時間午前５時から午後８時まで（酒類提供不可） 

（１店舗当たりの支給額） 

・中小企業： 

  前年度又は前々年度（時短要請月又は期間）の１日当たりの売上高に応じて、 

３万円～１０万円／日 [２．５万円～７．５万円／日] 

前年度又は前々年度の 

１日当たりの売上高 
１日当たりの支給額 

７万５千円以下 

[８万３，３３３円以下] 

３万円 

[２．５万円] 

７万５千円超 ２５万円以下 
[８万３，３３３円超 ２５万円以下] 

前年度又は前々年度の 

１日当たりの売上高の４割 
（３万円～１０万円） 

[売上高の３割（２．５万円～７．５万円）] 

２５万円超 
[２５万円超] 

１０万円 
[７．５万円] 

  ※[]内は、午後９時までの時短を行う認証店の場合 

・大 企 業： 

前年度又は前々年度（時短要請月又は期間）からの１日当たりの売上高の減少額の 

４割・上限２０万円／日（午後９時までの時短を行う認証店の場合は、上限２０万円／日

又は、前年度若しくは前々年度の１日当たり売上高の３割のいずれか低い額） 

   ※中小企業においても、この方式を選択可 

 



別表２

（単位：千円）

繰越明許費

補正前 補正後

追加
香 川 県 営 業 時 間 短 縮 協 力 金
（ 第 １ ０ 次 ）

3,189,816 3,189,816

計 3,189,816 3,189,816

繰 　 越  　明  　許  　費

区分 事　　業　　名 事　業　費

（一般会計） 追加　３，１８９，８１６千円 （１件）  　　 総額　２１，０４１，２０９千円 （６７件）
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